
 遠賀川河川事務所 

平成28年10月27日 
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遠賀川学識者懇談会 

遠賀川水系河川整備計画の点検について 

資料－３－２ 



＜居心地のいい安らぎと愛着のある遠賀川をめざして＞ 
 遠賀川の川づくりにあたっては地域の人々、関係機関・自治体との連携のもと、安心で安全なくらし
の確保とともに、川を必要とするすべての生きもののすみかとなるような整備を進めていきます。その
ような遠賀川に慣れ親しみ、ふれあうことによって地域の歴史や文化がはぐくまれ、安らぎと愛着のあ
る遠賀川をめざして、４本の大きな柱に沿った計画を策定します。 

基本理念 

遠賀川水系河川整備計画の基本理念 

居心地のいい 
安らぎと愛着のある 
遠賀川をめざして 

災害に強く、安心して 
くらせる川づくり 

人と自然をはぐくむ 
清らかな川づくり 

川と地域が育てる 
豊かな文化 

人が川とふれあい、 
まちの活力とにぎわい 
を創出する遠賀川 

安心・安全 環   境 

歴史・文化・観光 まち・かわ・ひと 
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1.取組の現状 
○基本理念 



河川整備（洪水対策）の進め方 
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田川市街部 

飯塚市街部   

直方市街部 

宮若市街部 

中間市街部 

○ 中間市、直方市、飯塚市、田川市、宮若市など流域の各地に市街部が形成。 
○ 治水上のネックとなっている中間堰を改築した上で、上流に向かって治水安全度の向上を図る。 
○ 「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する「危機管理

ハード対策」を導入。 

河川整備基本方針 1/150 
河川整備計画 1/40 

基準地点 
日の出橋 

遠賀川中下流部河道掘削 

彦山川・中元寺川 
下流部河道掘削 

小竹目尾地区築堤 

福丸地区築堤 

犬鳴川下流部河道掘削 
中間堰 

(※改築中) 

直方地区築堤 

    実施中または当面 
    実施予定箇所 

越水破堤のイメージ 

対策のイメージ 

越水した場合、川裏法尻
が洗掘され、決壊に至る 

堤防裏法尻を 
ブロック等で補強 
（イメージ） 

危機管理型ハード対策 
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1.取組の現状 
○洪水対策<ﾊｰﾄﾞ> 



 

 

中間堰：特定構造物改築事業 

現在の堰のゲート

新しい堰のゲート

現況80.8ｍ
改築後130.0ｍ

現況1.1ｍ

改築後3.6ｍ

▽HWL

河道断面が拡大
する範囲

中
島

分
流
支
川

遠
賀
川

139.0m 

HWL以下の河積が約60％拡大 

○ 工業用水等の取水のために昭和4年に設置された新日鐵用水堰（中間堰）が治水上のネックとなって
いる。 

○ 同堰の上流区間の洪水時の水位低下を図ることを目的として、河積拡大のために堰を改築中。 

 事業期間 ：平成21年度～平成29年度（予定） 

 事業費 ：約119億円（国費ベース） 

 堰長 ：139.0m（魚道を含まず） 

 ゲ―ト ：制水ゲート（H3.63m×B22.7m×4門 

        調節ゲート（H3.63m×B18.0m×1門） 

右岸 左岸 

右岸 左岸 

既設堰 

新堰 
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1.取組の現状 
○洪水対策<ﾊｰﾄﾞ> 



中間堰の進捗状況 

平成21年5月撮影 平成26年11月撮影 

平成28年5月撮影 
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1.取組の現状 
○洪水対策<ﾊｰﾄﾞ> 



平成27年5月に水防法が改正され、洪水時の円滑
かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止すること
により、水災による被害の軽減を図るため、想定最
大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が
想定される区域等を新たに作成し公表。 

○ 平成28年5月30日に、全国の直轄河川で初めて、想定最大規模の洪水の浸水想定区域を公表。 
○ 今後、関係市町村による洪水ハザードマップの見直しなど避難対策の充実に向けた対策を支援して

いく予定。 

想定最大規模の洪水浸水想定区域の公表 

＜洪水浸水想定区域図 ： 直方市周辺＞  

＜浸水想定区域図に示した内容＞ 
 最大浸水深（想定最大規模、計画規模） 
 浸水継続時間 
 家屋倒壊等氾濫想定区域 

遠
賀
川 

彦
山
川 

犬
鳴
川 

＜浸水想定区域図公表時の記者会見の様子：H28.5.30＞ 

（浸水継続時間）  

（想定最大規模：浸水深） 

彦
山
川 遠

賀
川 

犬
鳴
川 
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1.取組の現状 
○洪水対策<ｿﾌﾄ> 



遠賀川の減災対策を21市町村と連携して推進 

○ 平成28年8月4日、遠賀川の大規模水害を想定した「減災に係る取組方針」を市町村と共同で策定。 
○ 21市町村、国、県により設置した協議会を通じて、ソフト・ハード対策を一体的かつ計画的に推進。 
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■取組の三本柱 協議会の状況（平成28年8月4日） 

取組方針に基づい
て、遠賀川流域が一
丸となって防災・減
災対策を推進してい
きましょう。 

河川カメラ映像をリ
アルタイムで入手で
きるよう、遠賀川河
川事務所と専用回
線の接続の準備を
進めていきたい。 

市民の安全が確保
できるよう、広域避
難体制を検討し、           
協議していきたい。 

①遠賀川水防災学習の普及による水防災文化の醸成 

②関係機関の連携による避難、水防、復旧体制の強化 

③避難行動につながる確実かつ住民目線のわかりやすい情
報の提供 

直方市長 中間市長 嘉麻市長 

1.取組の現状 
○洪水対策<ｿﾌﾄ> 



■平成24年度 
• 教育委員会等の協力を得て、教師用解説書付き学習教材を作成 
  ※小学校5年生の理科、社会科 
■平成25年度 
• 直方市、飯塚市、田川市の11校で試行授業   
■平成26年度 
• 67校に教材配布し、43校で教材使用 
■平成27年度 
• 流域内全小学校に教材配布し、75校で教材使用 
■平成28年度 
• 平成27年度未使用校への普及を進める 
• 田川地区、下流地区での授業を事例として教材化 

 

○ 教科書に準拠した遠賀川を題材にした水防災・水環境の教材を教育委員会等の協力を得て作成。 
○ 小学校5年の社会科（自然災害とともに生きる）、理科（流れる水のはたらき）について、試行授業を実

施し、流域内小学校への普及を促進。（平成27年度は75校で採用） 

平成27年度 

校長会でのPR 

H27年度教材使用校
の存する市町村

流域界

学校と連携した水防災・環境教育の促進 

11校 

67校 

122校 

11校 

43校 

75校 

0

20

40

60

80

100

120

140

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

教材配布校 

教材使用校 

(7市12町1村) 

(7市13町1村) 

(7市6町) 

(5市4町) 

(3市) 

(学校数) 
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1.取組の現状 
○洪水対策<ｿﾌﾄ> 



タイムライン概要（直方市と連携し作成） 

当
日 

一
日
前 

二
日
前
 

三
日
前
 

・排水ポンプ車の事前配置（飯塚・宮田出
張所管内） 
・許可工作物設置・管理者への注意喚起 
・所内防災会議を実施 
・気象台との今後の気象状況の情報共有 
・災害協定業者への事前連絡 
 

・注意体制発令 

・流域自治体の避難所開設状況等の
情報収集 

・排水ポンプ車待機 

遠賀川河川事務所 時間 

・災害対策本部員にて、今後の台風対策に
ついて協議 
①台風の進路、大きさについて 
②自主避難所の開設について 
③公共施設の利用について 
④小中学校休校の判断時期について 
⑤市職員への周知（台風の進路及び非常
時に参集できるよう指示。） 
・ホームページに②③掲載 

・３日（土）自主避難所開設の事前 
  情報の発信 
・校区長へ①②③を連絡 

・４日（日）自主避難所の開設 
・翌日（５日）の小中学校休校を決定 
・つながるのおがた、防災メール・まも
るくん、防災無線、エリアメールにて自
主避難所の開設を周知 

・台風情報、河川情報の確認 

自治体（市町村）：直方市の事例 

 ・遠賀川河川事務所・自治体間の情報共有 

○ 防災機関が連携し、防災対応を「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確にし、被害の最小化を図るための

災害対応スケジュール表「タイムライン」の策定に取り組んでいる。 

○ 遠賀川においては、遠賀川河川事務所と流域の関係２１市町村において、台風の接近・上陸に伴う洪水を
対象し、「避難勧告の発令等に着目したタイムライン」を策定・運用している。 

○ 平成２８年９月の台風１２号で「タイムライン」を流域の関係２１全市町村を対象に初めて実施し、密に情報
を共有することで、避難準備情報の発表や自主避難所の開設など、早めの事前対応が行われている。 

タイムラインの対応の概要 

※記載箇所：整備計画本文P84 

【台風１２号の経路図】 

9/1（木） ９:00 台風発生 

9/1（木） 16:30  
タイムライン開始 

9/5（月） 1:00頃 九州上陸 

９／２（金） ９：００ 
上陸3日前 

９／３（土） ９：００ 
上陸2日前 

９／４（日） ９：００ 
上陸１日前 

事
前
 

タイムライン開始 

・排水ポンプ車の事前配置検討 ・タイムラインの内容確認 

自治体との情報共有強化（タイムライン） 
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1.取組の現状 
○洪水対策<ｿﾌﾄ> 



施設の管理と老朽化対策 
○ 遠賀川には、多数の河川管理施設が存在（約900施設）。これは、九州管内の約3割、全国の約1割

の施設数に相当。 
○ 施設が洪水時に確実に機能を発揮するよう、計画的に点検、補修、改築を実施。施設の統廃合や機

能改善等の合理化も推進。 

老朽化したパラペットの更新（彦山川田川地区） 

老朽化した樋門管体の補修 

樋門ゲートの無動力化 

老朽化した排水ポンプのエンジンの更新 
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河川管理施設の課題と対策 

1.取組の現状 
○維持管理 



「春の遠賀川一斉清掃」の参加人数とゴミの収集量 

「春の遠賀川一斉清掃」活動の様子（平成28年度） 

流域住民と協働した清掃活動 

○ 遠賀川水系水質汚濁防止連絡協議会が主体となり、地域住民と協働して、平成21年度より「春の遠賀
川一斉清掃月間」 （毎年5月11日～6月10日を目処） に清掃活動を実施。 

○ 今年度は、延べ8,356人により、約25トンのゴミを収集。 
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15129人 

7351人 7059人 

10968人 

8172人 

11037人 

9258人 
8356人 

55.99t 

30.43t 

15.28t 
20.33t 

22.55t 

32.12t 

31.2t 
24.94t 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

ゴ
ミ
の
量
（
ｔ）

 参
加
人
数

(人
) 

参加人数 

ゴミの量 

ゴミゼロのための啓発ポスター 

1.取組の現状 
○環境対策<水質・ゴミ> 



2,700  

1,200  
900  800  

2,600  

3,200  

590  

3,400  

1,340  

2,330  

2,844  

2,100 

1,200 

4,800 

2,316 

3,353 

794 

4,237 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

回収量(m3) 

年度 

河口堰塵芥回収量 

塵芥捕捉施設 

遠賀川河口堰における塵芥の回収 
○ 遠賀川河口堰には、出水期に大量の塵芥が漂着。塵芥は、遠賀川河口堰のゲート不完全閉塞など河

川管理上の支障となるため、塵芥捕捉施設（網場）を設置して回収。 
○ 漂着ゴミの問題が生じている河口域の環境改善にも寄与。 

過去10ヵ年の平均回収量2,448m3 
（H18年度～H27年度） 

H28年度塵芥回収量 
約4,200m3 

H24年度回収量 
約4,800m3（過去最高） 
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H28.10.5現在 

1.取組の現状 
○環境対策<水質・ゴミ> 



水環境改善（遠賀川清流ルネッサンスⅡ） 

○ 水質の改善、ゴミ問題等への対応に関する地域等からの強い要望がある。 
○ このため、平成１４年度に「遠賀川水系清流ルネッサンスⅡ地域協議会」を設置し、行政（国、県、市

町村）と住民が一体となって、様々な活動を実施中。 

平成14年7月 清流ルネッサンスⅡの対象河川に選定

平成20年度 中間評価と見直し

地域協議会の設立 全５回開催

平成16年3月 行動計画策定

平成24年度 計画目標年度(当初)

平成24年1月 流域22市町村長、遠賀川河川事務
所長、福岡県知事による「遠賀川流域宣言」

平成25年度 清流ルネッサンスⅡの評価
期間延長の提案 → 承認

10年間

３年間

平成28年度 清流ルネッサンスⅡの評価

平成27年度 計画目標年度(延長)

　○:実施主体　■:実施の支援

【施策メニュー】 【施策内容】 【実施主体】

ハ
ー
ド
的
対
策

水

質

改

善

水量
改善

汚水処理施設
の整備促進

河川・水路
の浄化

水辺空間の整備

保水力の向上

下水道整備

浄化槽設置

農業集落排水整備

生活排水対策推進計画の策
定と推進

河川浄化施設の設置

側溝、水路での簡易的な浄
化施設の設置

ビオパーク等の設置

ワンド作り、自然植生護
岸、瀬・淵の再生など

雨水貯留浸透施設の設置

ソ
フ
ト
的
対
策

水

質

改

善

台所などでの
対策

浄化槽の適切な
管理

河川環境の
維持・保全

台所での対策
洗濯時の対策
風呂水対策

水源域の森林保全・植樹活
動の推進

清掃活動

水質改善施設の維持管理

法定検査の受検推進

水
質
改
善
意
識
の
向
上

河川環境の維持・保全

啓発活動

環境学習

コミュニケーション
の強化

生物多様性の保全

生活排水対策の啓発

濁水の河川への流出防止に
向けた啓発

水辺の楽校など

水濁協、流域住民による
情報発信

パートナーシップの推進

多面的機能をもつ農業・農
村の保全水量・水質等、水環

境の総合的な向上

住
民

市
町
村

県 国

流
域
で

活
動
す
る

個
人
・
団
体

多彩な啓発活動の展開

図１ 清流ルネッサンスⅡの経緯  図２ 清流ルネッサンスⅡの施策  

清流ルネッサンスⅡの目標 
●ＢＯＤ（環境基準値の達成） 
●透視度（７０ｃｍ以上） 
●流域全体の保水能力を高め、流況の安定に努める 

平成２８年度の実施内容 
●地域協議会を開催し、評価を実施する 
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1.取組の現状 
○環境対策<水質・ゴミ> 



高く評価されている河川協力団体の活動 
○ 遠賀川流域には約80の住民団体等が、清掃活動や源流の森での植樹活動、 自然環境教育、サケ

の稚魚放流等を活発に実施。 
○ また、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う団体を支援するため、河川協力

団体制度を創設。これまでに遠賀川流域として４団体を指定。 

NPO法人 遠賀川流域住民の会 
第15回日本水大賞 国土交通大臣賞受賞 

直方川づくり交流会 
第17回日本水大賞 国土交通大臣賞受賞 

＜主な活動＞ 
• 行政と協働した直方の川づくり 
• 市民と行政が協働した川づくり「遠賀川夢
プラン」の提案 

• 未就園児から大人までの河川環境教育 
• 環境保護や水質問題等に関する「河川環
境教育」の展開 

• 市民に川を見つめてもらうための季刊誌
「遠賀川夢だより」の発行 

＜主な活動＞ 
• 遠賀川一斉清掃 
• 遠賀川流域の河川愛護団体間の
交流促進 

• 海岸クリーンキャンペーン 
• 竹林間伐と竹炭による水質浄化 
• カヌー駅伝大会 
• 情報誌の発行 等 

約80団体が流域で活動 

左から松岡現理事長、太田国土交通大臣、故窪山前理事長 

中央に太田国土交通大臣、その右隣に野見山座長 
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1.取組の現状 
○環境学習 



○ 遠賀川リバーチャレンジスクールなど、河川協力団体の活動において、中学生、高校生、大学生の学
生リーダーが育成され、活動を通じて、河川行政に対する理解促進を図っている。 

河川協力団体の活動を通じて中・高校生、大学生と交流 

15 

直方市長 

事務所長 直方川づくり
交流会座長 

小学生をサポートする学生リーダー 

様々な年代の学生が河川活動に参加 

第15回 遠賀川サマースクール（H28.7.23～24）  
     ※第88回リバーチャレンジスクール 

1.取組の現状 
○環境学習 



■水生生物調査 ■水質調査 ■流水実験 ■水質・河川環境・生態 
 系などに関する講義 遠賀川河川事務所の出前講座実施状況 

環境学習の積極的な支援 

○ 学校・自治会・住民団体等からの依頼を受け、現地での水生生物調査や水質調査、流水実験、水
質・河川環境・生態系に関する講義などの出前講座を実施。 

33 回 31 回 31 回 33 回 
35 回 

44 回 

56 回 
56 回 

1,596 人 1,650 人 1,595 人 

1,868 人 1,905 人 

2,351 人 

2,908 人 
2,653 人 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H28.9.12 現在 

（予定含む） 

（講座回数） （参加人数） 

※H27年度以降の実施回数及び参加人数は、河口堰管理支所で実施した出前講座を含んでいる。 16 

1.取組の現状 
○環境学習 



エコロジカル・ネットワーク事業（自然再生事業） 
○ 地元と調整を図って河川と水路・水田との連続性を確保するエコロジカル・ネットワーク事業を実施。 
○ 河川と水路・水田との連続性を隔てている水門などの段差を解消し、連続性を確保することで、魚類等

の生物の生息・生育・産卵に適した自然環境を創出。 

1 2 4 

5 

御徳地区 

飯塚地区 
下境地区 

嘉麻地区 

   ：整備完了 
   ：整備予定 

3 

宮若地区 

環境学習の場としての利用 

改修前 

改修後 
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1.取組の現状 
○環境対策<生息環境> 



生物の生育・生息環境の保全・創出（エコトーン） 

○ 昭和５０年代以降、河岸の直線化やコンクリート化が進み、本来河川が有していた多様な自然環境
（ワンド・たまり・湿地）が減少したことにより生物多様性が減少。 

○ このため、河道掘削にあたっては水際環境（エコトーン）を保全・創出し、動植物の生息・生育場として
の機能の再生を図る。 

エコトーンイメージ 

施工前（H25.7） 

施工直後（H26.４） 

施工後2年4ヶ月（H28.８） 
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1.取組の現状 
○環境対策<生息環境> 
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：50mm/h以上の降雨発生回数の10ヵ年平均 

3.8回 4.5回 

7.8回 

降雨規模別年間発生回数（遠賀川流域平均雨量） 

河川を取り巻く社会状況の変化 〔降水量の増加〕 

資料）気象庁資料より作成 

１時間降水量80mm以上の年間発生回数 
（1000地点あたり） 

・１時間降水量の年間発生回数 ・全国約1300地点のアメダスより集計 
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１時間降水量50mm以上の年間発生回数 
（1000地点あたり） 

遠賀川流域内における50mm/h以上の降雨発生回数 ※H26は暫定値 

洪水の頻発化、激甚化 
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2.河川をとりまく情勢 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●全河川共通（修正不要）



水位縦断形からみた現状＜基本方針流量＞ 
○ 現在の水位縦断では、上流部の水位低下量が下流部に比べて大きい。 
○ 超過洪水が発生すれば、上流部では堤防を超過せず、下流部の小竹町、直方市、中間市、北九州

市の区間で堤防を超過するおそれがある。 

計画堤防高 

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

↑ 

H.W.L. 

と 

の 

差 

（m) 
整備計画策定時点 

現況河道 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 

西川 

祇園橋 

遠賀川河口堰 中間 

黒川 

笹尾川 

中間堰 

唐熊 

犬鳴川 知古床固 

日の出橋 

彦山川 

勘六橋 

新町床固 

鴻の巣床固 口原床固 

鯰田用水堰 

川島 
穂波川 

一本木堰 
白門堰 

洗越堰 
下臼井床固 

下用作堰 

一作堰 

光代堰 

チシャノ木床固 

柳原堰 

戸倉堰 

町口堰 

大隈 

中河原堰 

上河原堰 

長田堰 

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

↑ 

 

標 

高 

(T.P.m) 

距離標(km) → 

：最深河床高 

：整備計画策定時点 

：計算水位（現況河道） 

基本高水流量流下時 

直方市 中間市 飯塚市 

堰改築 

河道掘削 
 

河道掘削 
 

河道掘削 
 

床上浸水対策事業（済） 
（H１６～２０） 

河道掘削 

堰改築 

堰改築 

堰改築 

堰改築 

河道掘削 

河道掘削 

築堤・導流堤補強 
 

堰改築 

基準地点：日の出橋 
降雨波形：昭和28年6月 
確率規模：1/150 
計画雨量：405mm/2日(基準地点上流) 

小竹町 北九州市 
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3.今後求められるもの（課題） 
○水害リスクを考慮 



緊急時における堤防兼用道路の現状 

○ 遠賀川水系の各河川の堤防は、主要な交通ネットワークを形成しており、河川堤防のほとんどの区
間は兼用道路となっており、兼用道路率は約77%である。 

   左岸兼用道路 
   右岸兼用道路 
   管理用通路等 

 凡例  

兼用道路 

管理用通路等 

兼用道路の割合  

77.7km 
（23％） 

267.6km 
（77％） 

0

20

40

60

80

100 （％） 
河川別の兼用道路の割合 

遠賀川水系の兼用道路区間平面図  

21 堤防天端の兼用道路の様子 

3.今後求められるもの（課題） 
○危機管理を考慮 



流域外を含めて各地から根固めブロックのなど資機材
を大量に搬入する場合には、運搬車両の待機や資機
材の仮置きヤードが必要となる。（矢部川の事例） 

堤防決壊時の迅速かつ円滑な応急復旧の現状 

○ 堤防決壊時の応急対策を迅速に実施するには、資機材の効率的な搬入が必要である。 
○ 九州北部豪雨における矢部川の堤防決壊や熊本地震の緑川の堤防被災では、資機材を搬入する

運搬車両の待機場所や資機材の仮置きヤードの確保が課題となっている。 
○ 遠賀川の堤防のほとんどの区間は兼用道路であり、洪水氾濫時には重要な交通機能を果たすこと

から、緊急車両の通行を確保しつつ堤防決壊箇所の応急対策工事を迅速に行うことが求められる。 
○ それを実現するためには、資機材を搬入する運搬車両の待機場所や資機材の仮置きヤードを遠賀

川沿いに効果的に配置し確保しておく必要がある。 

 

工事現場で資材等の受け入れ体制が整わない場合、資
材搬入のための運搬車両が公道に列を成し、交通渋滞を
生じさせるおそれがある。（矢部川の事例） 

    現場搬入を待つトラックの渋滞状況 
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3.今後求められるもの（課題） 
○危機管理を考慮 



遠賀川流域の高齢化 

23 
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90%
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高齢化率 

年齢別 

人口割合 

遠賀川流域主要５市※における高齢化率の推移 

75歳以上 

65以上75歳未満 

0歳以上65歳未満 

高齢化率(65歳以上) 

10%
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20%

25%

30%

35%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

高齢化率 
年齢別 

人口割合 

福岡県における高齢化率の推移 

75歳以上 

65以上75歳未満 

0歳以上65歳未満 

高齢化率(65歳以上) 

※主要5市：中間市，直方市，飯塚市，田川市，宮若市の合計を整理。 

2.河川をとりまく情勢 



操作が必要な樋門・樋管の実態 

○ 遠賀川では、樋門ゲートのフラップゲート化等の無動力化を進めてきており、70施設は無
動力化された施設となっている。 

○ 一方で、操作員による操作が必要な施設は、361施設と多い。 

32 

51 45 41 38 35 
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2 1 

56 28 
21 

5 
13 

19 

16 

26 

1 

17 
24 2 

2 
1 
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施設数 

暗渠 

樋門・樋管（操作不要：フラップゲート） 

樋門・樋管（操作必要） 

231施設 

70施設 

361施設 
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樋門樋管(操作必要) 樋門樋管 
(操作不要：ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ) 

3.今後求められるもの（課題） 
○永続的な維持管理 



操作人の年齢構成、副操作人の確保状況 
○ 操作が必要な樋門・樋管361施設に対して、操作人の数は293人であり、操作人は複数の施設の操

作を兼務している。 
○ 樋門・樋管の操作人293人のうち、約42% に相当する124人が70歳以上となっており、今後、農業従

事者の減少や高齢化の進展により、操作人の確保は益々困難となるおそれがある。 
○ また、副操作人の配置も困難となっており、全施設の約3割に相当する107施設は、副操作人として

市町村職員や消防団員を配置せざるを得ない状況である。 

254施設 
（ 70%） 

62施設 
（ 17%） 

45施設 
（ 13%） 

副操作人を配置 
消防団員等を配置 
市町村職員を配置 

36名 
（ 12%） 

88名 
（ 30%） 

103名 
（ 35%） 

45名 
（16%） 

21名 
（ 7%） 

80歳以上 
70歳以上 
60歳以上 
50歳以上 
49歳以下 

副操作人の確保  年齢構成 

 操作人293人のうち124名（42％）が70歳以上   361施設のうち107施設で副操作人の確保が困難 25 

3.今後求められるもの（課題） 
○永続的な維持管理 



急な勾配の堤防のり面における維持管理の課題 
○ 遠賀川水系の堤防は、急な勾配ののり面の区間が多く、河川巡視や堤防点検、除草作業の効率低

下を招いているとともに、安全面やコスト面においても課題となっている。 
○ 今後、建設業従事者の減少が進めば、作業効率の低い遠賀川水系の河川維持作業の担い手の確

保が困難となり、適切な維持管理が確保できなくなるおそれがある。 

急な勾配の堤防のり面の状況 多くの作業員を必要とする除草作業 

急なのり面を登り降りをする必要があり、河川巡視や施
設点検に時間を要する。 

急なのり面の不安定な足場条件の中で、刈草の掻き上
げや集草が必要であり、大きな労力を必要としている。 
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3.今後求められるもの（課題） 
○永続的な維持管理 



堤防のり面の一枚のり化の現状 
○ 堤防の安定性の向上や維持管理の効率性の向上を図るため、堤防のり面の一枚のり化を進めてい

るが、完了した区間は下流の一部に限られている。 
○ 実施にあたっては、川表側の対応を先行しており、川裏側の対応はできていない。 

   一枚のり化完了区間（川表のみ）         

H.W.L 

27 

3.今後求められるもの（課題） 
○永続的な維持管理 



遠賀川水系生態系ネットワーク計画の策定 

彦山川 

遠賀川 

英彦山 

馬見山 

エコロジカル 
ネットワーク 

エコロジカル 
ネットワーク 

河口砂州・干潟 

多自然魚道/済 

中島自然再生/済 
世界遺産 

歴史 

活動団体 

地域活性化 地元特産 
・ブランド米 

成功事例の構築 

目指すべき流域の環境

第2段階
大型鳥類

を指標

第1段階
魚類
を指標
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○ 遠賀川流域全体の視点から、流域内で保全すべき地域、整備効果発現の高い地域などを整理して、
整備箇所や整備内容を検討するため、遠賀川流域生態系ネットワーク検討委員会を設立し、遠賀川
流域の生態系ネットワーク回復に向けた方策を検討している。 

3.今後求められるもの（課題） 
○生態系ﾈｯﾄﾜｰｸの回復 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その昔、流域の至るところに生息していたオイカワ、ウナギ、メダカなど、生態系ピラミッドの底辺にある生物が生息できる環境を再生し、その結果として、生態系ピラミッドの頂点にある大型鳥類も生息できる環境の再生につなげる。
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今後の方向性 
 
 

 大規模な洪水が発生した場合でも被害を小さくするための「リスク低減型」
の河川整備のあり方を検討し、必要に応じ、整備手順の見直しや整備内容
の充実を図る。 

 大規模災害時の迅速な応急復旧等を考慮し、整備内容の充実を図る。 
 流域市町村と共同で設置した協議会にて一層議論を深め、「遠賀川の減災

に係る取組方針」を適宜見直し、取組内容の充実を図る。 
 
 
 

 流下能力の向上を図る対策に加えて、適切な維持管理を永続的に担保す
るための「持続管理型」の河川整備を進めていく。（樋門・樋管の無動力化
や統廃合、水防や維持管理の効率性の向上のための河川整備など） 
 
 
 

 遠賀川流域全体の生態系ネットワークのあり方を検討し、流域関係者と連
携を図って、中・長期かつ流域全体の視点で環境対策を進めていく。 
 

＜洪水対策＞ 

＜維持管理＞ 

＜環境対策＞ 

4.今後の方向性 
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